
【 介 護 ロ ー ン 】             

（２０２３年４月１日現在） 

商品名 あるしん介護ローン ＜しんきん保証基金＞ 

ご利用いただける方 

（１）満年齢１８歳以上の方 

（２）安定継続した収入がある方 

（３）保証会社「（一社）しんきん保証基金」の保証が受けられる方 

お使いみち 

□ お申込人の親族のための資金で次のいずれかに該当する方 

① 介護用機器の購入・設置費用および要支援者（介護認定者）のためのリフォ

ーム費用（介護用ベッドや車椅子の購入費用、浴室や階段への手すりの設置

費用、洋式トイレへの改修費用、バリアフリー（段差の解消）への改修費用

等） 

② 老人ホーム入居一時金（退去時に返還されるものも含む） 

③ ご本人が当金庫から借り入れた基金保証付介護ローンの借換資金および借

換えに伴う繰上完済にかかる手数料 

（①または②と合わせた申込みに限る） 

ご融資限度額 □ ５００万円以内（１万円単位） 

ご利用期間 □ ３ヵ月以上１０年以内 

ご融資利率 

□ 当金庫所定の利率を適用させていただきます。 

変動金利（年２回）  

毎年４月１日と１０月１日の年２回、当金庫所定の短期プライムレートを基

準金利として、６月、１２月の返済日の翌日から変更します。 

 

□ お客様に応じて、以下の金利優遇があります。 

① 金庫年金受給者が要支援者（介護認定者）となられた場合、店頭表示金利か

ら年▲１．０％ 

② 次のお取引に応じて、店頭表示金利から最大年▲０．７％ 

給与振込（５万円以上、同居家族を含む） 年▲０．３％ 

公共料金（３項目以上） 年▲０．１％ 

定期預金・財形（残高５０万円以上） 年▲０．１％ 

定期積金（契約額５０万円以上）  年▲０．２％ 

建設業者からの紹介  年▲０．２％ 

当金庫住宅ローン・住宅金融支援機構の利用者 年▲０．１％ 

当金庫取扱の「介護保険」加入者 年▲０．２％ 

 ※①と②は併用できません。 

 



お利息の計算方法 
□ 付利単位を１円とした１年３６５日とする日割計算（元金均等）・月割計算

（元利均等）とします。 

ご返済方法 

□ 毎月元金均等・元利均等割賦返済 

※貸付金額の５０％以内につき、６ヵ月毎の増額（ボーナス）返済併用もでき

ます。（元金据置は６ヵ月以内） 

お支払方法 

□ 購入先等に振込 

※金額の２０ ％または５０万円のいずれか大きい金額までは、当金庫が認めた

場合に限り振込としないこともできます。 

保証人・担保 □ （一社）しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。 

保証料・手数料等 

□ （一社）しんきん保証基金へ支払う保証料年０．２５％（毎月払い）が必要

です。 

□ 融資関係用紙代として２２０円（税込）が必要です。 

□ 所定の印紙代が必要です。 

□ 振込の際には振込手数料が必要です。 

苦情処理措置 

紛争解決措置 

□ 苦情処理措置 

本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス課（９時

～１７時 電話：０２６５-７４-９６１８）にお申し出ください。 

□ 紛争解決措置 

東京弁護士会（電話：０３-３５８１-００３１）、第一東京弁護士会（電話：

０３-３５９５-８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３-３５８１-２２４

９）仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望さ

れるお客様は、当金庫営業日に、上記コンプライアンス課または全国しんき

ん相談所（９時～１７時電話：０３-３５１７-５８２５）にお申し出ください。

また、お客様から上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申し出い

ただくことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。

その際、当金庫のお客様には、東京三弁護士会の仲裁センター等に申し立て

をしたうえで、長野県弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システ

ム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）もあります。詳しく

は当金庫コンプライアンス課または全国しんきん相談所、もしくは、東京三

弁護士会にお問い合わせください。 

その他 

□ お申込に際しては事前に審査をさせていただきます。結果によっては、ご希

望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

□ 現在のご融資利率につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。 

 


